
一65一

『共同企業の実態と

西ドイツ競争制限法上の問題
一途ドイツモノポール委員会の

      共同企業規制勧告案一』（1）
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V モノポール委員会の見解と共同企業規制勧告案

（1）モノポール委員会の見解

（2）モノポール委員会の共同規制勧告案

（3）勧告案と競争制限法改正への影響（西ドイツ競争制限禁止法の第

  4次改正草案）

1 はしがき

 西ドイツモノポール委員会（Monopolkommission）は，1973年，西

ドイツ競争制限法の第二次改正の際，イギリスの制度をモデルとして創

設された。〔1｝イギリスの独占委員会（monopolie＄commission）が，合

併規制または支配的地位の濫用等の企業集中コントロールのあらゆる手

続に直接関与するのに対して，西ドイツモノポール委員会の主要な任務

は，競争制限法24条b1項1文によれば，「西ドイツにおける企業結合の

状況ならびに同法22条ないし24条の適：用状況を定期的に審議する」こと

にある。右の包括的任務の下に，モノポール委員会は，「集中の現状につ

いての報告に際し，予想しうる集中の進展を経済政策的および競争政策

的見地から同時に評価」するのであり，同法22条ないし24条aの適用を

評価し意見を述べるに際しては，カルテル庁および舞判所によるこれら

の適用状況もその対象に含め，さらに同法の関係諸規定につき同委員会

が必要と認める改正を提：案ずる義務を負っているのである（同法24条b

3項）。モノポール委員会が作成・提出する意見書の種類については，同

条5項が個別的に具体的に列挙している。それによると，まず，モノポ

ール委員会が，2年毎に，2年間の企業集中の状況を対募とした意見書を

定期的に提出する以外に，特別の意見書を臨時に作成することになって

いる。これには，モノポール委員会が独自の判断により提出するものと，

連邦政府が同委員会に対し補足的な意見表明を委託した場合に作成され

るものと，連邦経済大臣が合併許可申請を受けた場合に報告をなすもの

とがある。

 1974年1月越活動を開始したモノポール委員会は，1976年7月22日，

第1回の2年毎の意見報告書（Zweijahresgutachten）を，「Mehr We一
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ttbewerb ist mδglich」と題して公表した（2｝（以下HG．1．と略す）。モノ

ポール委員会は，この定期的意見報告書にお』いて，経済政策、とくに競

争政策的観点より，企業集中の現状ならびに企業集中の進展についての

判断を，第一章「工業経済部門における企業集中の現状と進展」におい

てなし，かかる判断の前提をなす企業結合の状況についての実態調査の

結果を，第二章「大企業部門における集中」，第三章「銀行と集中」およ

び第四章「エネルギー産業における集中」にお』いて詳細に述べており，

また，第五章「合併規制に関する諸規定の適用」においては，市場支配

企業のコントロール規定に関する連邦カルテル庁や連邦経済大臣の運用

および裁判所の法の解釈・適用状況を概観し評価した上で，さらにモノ

ポール委員会が必要と考えるこれらの規定の改正も勧告している。つつ

いてモノポール委員会は，1978年7月10日第2回の2年毎の意見報告書

を「Fortschreitende Konzentration bei Groβunternehmen」と題

して提出した（3｝（以下HG． II．と略す）。本意見報告書は， HG．1．と同じ

趣旨の下で企業集中の実態調査結果と競争制限法の適用状況とその評価

について述べられており，第一章「工業経済部門にお』ける企業集中の現

状と進展」，第二章「大企業分野における集中の現状と進展」，第三章「市

場支配的企業に関する濫用監視規定と合併規制規定の適用」，第四章「銀

行と集中」，第五章「企業集中と景気の展開」，第六章「特許と集中」，第七

章「新聞・出版界における集中」および付録からなっている。

 本稿では，西ドイツ競争制限法における共同企業（Gemeinschafts-

unternehmen）の問題状況を整理する意味で対象を共同企業に制限して，

両意見報告書において扱われている共同企業の実態，共同企業に関する

法の適用状況およびモノポール委員会の改正勧告案を概観したいと思う。

（1）モノポール委員会についての詳細は，森本滋「西ドイツの独占委員会一

 Mbnopolkommission-J企業法の研究，大隅健一郎先生古稀記念，510頁以下，

 Ernst-Joachim Mestm'a'cker， Funktionen und bisherige TEtigkeit der

 Monopolkommission， in S chwerpunkte des Kartellrechts 1974／75，

 SS．43ff．同論文河本一郎訳「西ドイツにおける独占委員会の職務とこれま
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 での活動」国際商事法務Vol．5-97（1977）参照。

（2） Monopolkommission， Hauptgutachten 1973／1975，“Mehr Wettbewerb

 ist m6glich。．2，Aufl，（1977），本意見報告書の内容の簡明な紹介として，

 関英昭「西ドイツ独占委員会の最近の動向」公正取引324号19頁以下参照。．

（3） Monopolkommission， Hauptgutachten 1976／1977，“Fortschreitende

 Konzentration bei GroBunternehmen” 1． Aufl． （1978）

II 共同企業の実態

 モノポール委員会は，企業集中の種々な形式のうち，共同企業（Ge-

meinschaftsunternehmen）は特別の意味をもつという認識の下で，企

業集中の現状と展開に関する調査の対象に共同企業を含め独自の実態調

査を行った。そこで，モノポール委員会の共同企業に関する実態調査を，

その調査方法および調査結果にっき順次みてゆきたい。但し，第一回意

見報告書と第二回意見報告書における調査では，必ずしも調査対象およ

び事項について一致しているのではなく，特に第二回意見報告書におけ

る実態調査では全く同一事項の追跡調査をしているものも，また省略され

たものも，さらに新たな観点から追加された事項もみられる。従って，こ

のような調査結果を単に並列するというだけでは意味が薄れてくると思

われるが，顕著な傾向とその方向性をさぐるという意味で，以下におい

てはできる限り両者の意見報告書における調査結果をまとめることに努

める。叙述の不統一性は，筆者の整理能力の不足に帰因している。

 （1）調査の方法

 一般的に共同企業は，共同目的を実現するため他の企業より資本参加

をうけている企業として理解されている。この調査でモノポール委員会

が共同企業として確定した指標は，1972年（HG．1．）および1976年

（HG』．）における西ドイツ最天100企業ωのうちの，2もしくはそれ

場上の企業の間接的ないし直接的な共同資本参加であり，参加の程度は

その他の結合要件事実（VerflechtungstatbestEnde）例えば企業契約の

存在と同様考慮されていない。

 HG．1．において，共同企業が単独あるいは他の企業と共同で資本参
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聾している企業は，共同企業子会社（Gemeinschaftsunternehmen-

T6chter，以下GUT）と呼ばれ，特別のグループにまとめられている。

ある共同企業の資本参加がある大企業の資本参加と同時になされている

場合（この大企業自体がその共同企業に資本参加している場合でも），こ

の共同の会社は純粋の共同企業として評価される12）なお，HG． ll．では

GUTは共同企業の資本参加が50％およびそれ以上存在する場合とされ，

資本参加が50％以下の場合は共同企業参加会社（Gemeinscha'ftsunter-

nehmen-Beteiligung．以下GUB）と呼ばれている。また，共同企業の資

本参加が最大100企業の範囲の企業の資本参加と同時に生じている場合，

その共同の子会社も共同企業とされる。従って，HG．1．で扱われたGU

Tは，HG．皿．では細分化され， GUTとGUBとに区分されているのである曾）

 共同企業の確定のために利用した資料で両意見報告書に共通するもの

は，最大100企業の営業報告書である。これをもとに資本参加が系統的

に調べられているが，HG．1．においては補充するためホッペンシュテット社

の要覧（HopPenstedt-Schaubildern）（4）が使われたと明記されている。た

だ利用された諸資料に伴う不十分さもある。まず，営業報告書は，連結

範囲のものを完全に記載しているが，連結義務を負っているものしか表

示されておらず，企業の観点から最も重要なものはそのほかの参加から選

ばれるからである。さらに，開示法（Publizitatsgesetz）に服する若干

の企業は限定された開示義務しか負わず，この点も不備の原因となって

いる。モノポール委員会は，HG．1．では不十分さの程度を推計するため

に連邦カルテル庁の資料と比較しているが，HG． ll．では，ずれを生じた

事項については営業報告書に基づいたことを注記している。前者の場合

に，カルテル庁は同委員会のために4つのコンツェルンについて，25％

ないし70％の間の資本参加をうけている共同企業をまとめ，これを同委

員会は独自に確定した共同企業と比較している。その結果不明であった

約20％の企業の数が明らかにされている。ただここでは，カルテル庁に

よって個々においてあまり重要でない資本参加もとりあげられたようで

ある。
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 ところが，最大100企業は西ドイツ内に住所（Sitz）をもつものに制

限され，国外に住所をもちドイツの市場でドイツ企業と外国企業のパー

トナーの協同（Kooperation）に利用されている共同企業は調査対象か

らはずされている。さらに，分析は最大100企業の範囲に局限したため

に，最大100企業のうちの企業が例えば101番目の企業と資本参加して

いる共同企業も調査の対象に含まれなかった。従って，結果においては

共同企業の実数よりも少なくなっており，集計結果が調査で把握した事

実を過少評価する傾向にある曹｝

 なお』，1972年最大100企業の範囲に入る8っの共同企業原注1）は，原則

として共同企業の枠内に入れられており，この8つの共同企業による資

本参加会社は共同企業子会社の中に入っている。社員数の分析および共

同企業親会社の経済部門の関連性については，かかる共同企業の社員が

調べられている。従って，大企業の数は100から92に減少している。

  原注1．Ruhrkohle株式会社， ARAL株式会社， Bosch-Siemens-Hausgerate

   有限会社，Ruhrgas株式会社， Chemische Werke Hulls株式会社，

   Messerschmitt一 B61kow． Blohm有限会社， Norddeutsche Affinerie u．

   Rtitgerswerke株式会社，（HG．1．Tz．316， Anm． 51）

 また1976年最大100企業の中に入る7っの共同企業原注2）は共同企業と

して扱われ，Messerschmitt-B61kow-Blohm有限会社をGUBに入れた

結果，大企業数は92に減っている。

  原注2．Aral株式会社， Bosch-Siemens-Hausger飢e有限会社， Chemische

   Werke Huls株式会社， Norddeutsche Raffiner'ie， Rheinische Olefinwerke

   有限会社，Ruhrgas株式会社， Ruhrkohle株式会社（HG．ll．Tz．328． Anm．1）

（2）調査の結果

モノポール委員会は，上述の方法による実態調査の結果を一般的報告

（Angabe）と共同企業を介する結合（Verflechtung）の程度とにわけて

まとめた。

①一般報告

一般報告では共同企業の実態は4っの基準による調査結果が公表され
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ているが，全体的に最大100企業の資本参加を系統的に把握すると，19

72年には4300の企業（1976年2月現在），1976年には4800の企業参加が認

められる。この資本参加のうち，1972年には共同企業は739（17％）であ

り，このうち445のもの（60％）が共同企業子会社である。1976年営業

年度においては，最大100企業の資本参加中284の共同企業が把i握され

た。この284の共同企業は，378のGUT，138のGUBに資本参加している。

共同企業は，203のGUTでは100％の持分をもち，残りの185のGUTにお・

いては50％ないし100％の持分をもつ。またGUBにおいては共同企業は

50％以下の持分所有である唇注3）共同企業が持分をもっている会社を含め

て総括した場合には，最大100企業のうち92企業が直接あるいは間接に

資本参加している企業は795となり，最大100企業を介して把握した全

企業の全体数を基礎にすれば会社の17％において複数の大企業の共同の

影響が記録される。

  原注3．共同企業および共同企業子会社数の評価については，大企業の中に入

   っている共同企業の場合には共同企業の企業社員数だけが考慮されている。

   例えば，Ruhrkohle株式会社が単独で資本参加している場合には，Ruhrkohle

   自体の8社員が評価され，Ruhrkohle株式会社は持分所有者に入れられていな

   い。共同企業参加会社についてはMesserschmftt-B61kow-Blohm有限会社

   も同様に処理されている。ある大企業が他の大企業を介して資本参加してい

   る（例，Kraftwerk Union株式会社を介したSiemens株式会社）事例では，

   直接資本参加する他の大企業だけの資本参加が評価されている（HG』．Tz．

   329）。なお』，GUTについての数値については203，185のいずれかが誤植と思

   われる。

 （a）'法形式の区別による共同企業〔6）

 共同企業を法形式の観点よりみれば，表1のとおりになる。

 表1より，支配的法形式は有限会社であり，1972年には共同企業，共

同企業子会社の70％以上のもの，1976年には全体で74％のものがこの法

形式をとっていることが判明する。場合によっては株式会社と有限合資

会社（GmbH＆CoKG）が一定の意味をもつ。両年度において株式会社

は純粋の共同企業，有限合資会社は共同企業子会社で利用されているこ

とが目立った傾向である。
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表1、モノポール委員会の調査による共同企業の法形式

共 同 企業 共同企業子会社 共同企業関係会社 全    体
法 形式

1972年 1976年 1972年 1976年 1976年 1972年 1976年

株式会社 45 41（14％） 27 15（4％） 18（14％） 72 74（9％）

有限会社 202 199（70％） 339 293（78％） 93（69％） 541 585（74％）

合名会社 4 3（1％） 1
一 一

5 3 一

合資会社 5 5（2％） 12 14（4％） 2（1％） 17 21（3％）

有限合資会社 25 21（7％） 46 43（11％） 10（8％） 70 74（9％）

協同組合 一
2 2

そ の 他 13 15（6％） 19 13（3％） 10（8％） 32 38（5％）

総 計 294 284（100％） 445 378（100％） 133（100％） 739 795（100％）

（参照 HG．1．170頁，表29およびHG． ll．187頁，表28）

 （b）社員数別による共同企業7）

 直接的もしくは間接的に1972年において294の共同企業（GUTは含ま

ず），1976年に284の共同企業に資本参加している最大100企業が社員と

なっている場合の社員数別による分析結果は表2で示される。

表2．共同企業とその社員数

1972年 1976年
社員数 共同企業数 社員数 共同企業数

2 181 2 145

3 52 3 62

4 19 4 15

5および
ｻれ以上

42 5 10

6～10 31

11～18 21

（参照 HG．1．Tz．319およびHG． ll．Tz．331）

 表2によれば，純粋の

共同企業では2人社員型

（Zwei一． M titter-Typ）の

・優勢が明瞭である。1972

年の状態では，5人およ

びそれ以上の社員を有す

る企業も33％という高い

比率を示している。ただ

社員数の場合には共同企

業を通して間接的にGUTに参加している最大100企業を調査しており，

最大100企業の中に入っている共同企業は，GUTの中に含まれていない。

共同企業が資本参加している企'業はGUTであり，GUTの社員数は，社員

共同企業に参加している最大100企業の範囲内の企業数が標準となって

いる。さらに，大共同企業では8人（ARAL）ないし16人（Ruhrgas）

の社員を有する多数親会社（Vie1-Mtitter-Gesellschaften）の問題が
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あり，またすべてが5人およびそれ以上の社員を有するGUTとして格付

けされる多数の資本参加企業をもっている。なお，1976年の状態で6人

およびそれ以上の社員を有する企業が比較的高い数字を占めているが，

これは資本参加が他の大企業を通して（例，Ruhrkohle， Ruhrgas）なさ

れている場合にも直接的および間接的な資本参加とする結果である。

 （c）参加構造の区別による共同企業8）

 共同企業の資本参加構造は，HG．1．では分析されているが， HG． ll．で

その追跡調査はなされていない。HG．1．における調査ではGUTは含まれ

ていないが，社員の資本参加は大恩の場合平等ではない（共同企業全体

の64％）夢注4）

  原注4，ここでは共同企業への直接参加のみが調査されている。間接参加にお

   いて資本参加にもとつく影響力の程度として計算上の割合を定めることを無

   視すれば，直接参加は最大160企業の範囲内にある企業が社員である社員の

   参加関係を特徴づける。社員の一人が共同企業である限りにおいてこのこと

   は独立のパートナーの社員一共同企業に統合された企業との資本参加関係に

   ついてだけは妥当する。

 社員の参加が平等でない共同企業のうちほぼ半数（45％）において一

人の社員が資本の50％をこえて参加してお』り，その他のものは50％以下

の資本参加である。残る36％の共同企業については2ないしそれ以上の

大企業の平等な資本参加であり，そのうちの大部分のものが50：50の2

人社員である。

 （d）名目資本別による共同企業9）

 共同企業の名目資本（Nominalkapital）は， HG． II．にお』いて新た

に調査された事項である。1976年における284の共同企業のうち266の

ものについては資本（Kapitalausstattung）について報告されている。

これらの会社の名目資本は総計で8，230，・063百万ドイツマルク，平均で

は30，824百万ドイツマルクである。

 表3によれば，資本規模では中間あたりで広がりを示してお』り，GUT

およびGUBは共同企業に比べ小規模の企業であることが明瞭となる。最

大100企業の平均名目資本（419百万ドイツマルク）を考慮すると大企
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業が共同企業，GUTおよびGUBに対して期待している規模の差が確認

できる。

 表3．名目資本額の区別による共同企業

共同企業① 共同企業
q会社②

共同企業
ﾖ係会社

資本額（TDM） 数 割合 数 割合 数 割合

0ないし   10以下 2 1 5 1 2 2

10ないし   100以下 35 13 106 29 35 30

100ないし  1，000以下 59 22 121 34 36 31

1，000ないし 10，000以下 76 28 84 23 29 25

10，000ないし 100，000以下 67 25 44 13 14 12

100，000ないし 500，000以下 26 10
一 一 一 一

500，000ないし1，000，000以下 2 1
一 一 一 一

報   告   な   し 17 18 17

報告のある企業全体 267 100 360 100 116 100

自己資本の平均額 30，824TDM 3，789．6TDM 5，760TDM

①最大100企業に入る共同企業を含む。
②Messerschmitt-B61k・w一 Bl・hm有限会社を含む。
  （参照 HG． ll．186頁，表27）

②共同企業を介する結合の範囲

 モノポール委員会は，共同企業による最大100企業の結合の範囲を判

断する場合に，各々の最大100企業がいかなる範囲において共同企業に

参加しているか，最大100企業の各々が他の企業と共働する回数，さらに

共同企業親会社が所属している経済部門を調査した。ここではHG．1。

における調査結果を中心として，これにHG． ll．における追跡調査お・よ

び新たにつけ加えられた事項についての調査結果を補足して共同企業を

介する結合の範囲を名々の問題領域について概観したい。

 調査にあたり，共同企業を介する集中度（MaβfUr die Intensitat

4er Verflechtung）として結合事例の数が調べられた。結合事例は，共，

同企業の，最大100企業内の2人社員間のすべての組合せ（Kombinat-

ion）を示す。3人の社員を有する共同企業は3つの結合事例に，5人の

社員を有する共同企業は10の結合事例に導く騨5）かかる各々の結合事

例は，2つの大企業間の共働を表わす。
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  原注5・可能な託せの数を搬的に漉すと（s）となる・ここで・は社員

   数を表わす。

 さて，全体としてみれば1972年忌おいて92の大企業は，全体で3813回

も相互に結合している。個々の企業の参加の方法は異なっている。92の

大企業のうち28の企業（30．4％）は全く資本参加しておらず，他の28の

企業（30．4％）がせいぜい5つの共同企業に参加しているにすぎない。

重要な範囲で共同企業に参加しているのは36の企業（39．1％）である。

ここでは，Vebaが93の， Este1が87のお』よびThyssenが86の共同企業に

資本参加しているのが目立っている。9企業は31ないし75の共同企業，

12企業は12ないし16の共同企業ならびに6ないし15の共同企業に資本参

加しているgo）これに対し1976年においては僅かな変動がみられる。Veba

株式会社，Tyssen株式会社お』よびKrupp有限会社の直接的および間接

的資本参加は，それぞれ116，88；83である。ここではかなりの数がRuhr-

kohle株式会社を介するものであるが，間接的にRuhrkohle株式会社，

Ruhrgas株式会社およびChemischen Werke Htilsへの資本参加をな

す共同企業を除外しても，その数はそれぞれ95，64，83となる。なお，

116の資本参加をなすVeba株式会社は共同企業全体の40％の所有とな

り，そのうち14の共同企業がVebaコンツェルンに連結されている。そ

の他にはPreussag株式会社， Mannesmann株式会社， Salzgitter株式

会社およびVereinigte Industrie Unternehmung株式会社がそれぞれ

5，3，3，3の共同企業を連結している。全体では283の共同企業の

うち43のものが大企業のコンツェルン決算書に連結されている。さらに

1976年においては，34の企業が共同企業への資本参加をしておらず，24

の企業が1ないし5の共同企業に，15の企業が6ないし20の共同企業に，

10の企業が21ないし40の共同企業に，6の企業が41ないし80の共同企業

に，3つの企業が81ないし116の共同企業に資本参加している。1976年

においては，1972年目比較すると共同企業に資本参加していない企業数

が増加しており，それは大企業のi／3に達している。しかし，このうち23

の企業は企業の序列からいえば，中間以下に位置している企業である（SD
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 つぎに，結合事例を調べれば共同企業における共働は比較的僅かな大

企業に集中している。1972年春場合に，全結合合計に関連づければ原注6）

事例の98．2％が5っ以上の共同企業を有する36企業（39．1％），事例の

96．3％が10以上の共同企業を有する32企業ということになる（2

  原注6 数字の上では，共同の共同企業一社員としての2大企業の各々の組合

   せは，完全に2当事者の組合せに算入される。この場合の合計は7626事例で，

   上述の結合総数の2倍である。

 （a）最大100企業の共同企業への資本参加の範囲（13）

 92位までの企業が資本参加している共同企業と結合事例は，表4原注7）

のように示され，企業規模と共同企業を介する結合の関連性を明らかに

する。

表4．モノポール委員会調査による最大100企業の共同企業への資本参加

共同企業でない

ﾅ大92企業の序列

最大100企業で

ﾎ応する序列
共同企業への
､同資本参加

全結合

?例
1972年 1976年 1972年 1976年 1972年

1 ～ 10 1～11 1～11 277 365 1772

11 ～ 20 12～21 12～22 307 227 1767

21 ～ 30 22～32 23～32 231 181 1653

31 ～ 40 33～42 33～43 28 75 103

41 ～ 50 43～52 44～53 15 54 48

51 ～ 60 53～62 54～63 148 132 1094

61 ～ 70 63～73 64～74 84 59 563

71 ～ 80 74～87 75～85 33 22 257

81 ～ 92 88～100 87～99 43 18 369

（参照 HG．1．173頁，表30， HG． ll．188頁，表29）

  原注7．縦の合計は既述したように2重に数えているので，共同企業と結合事

   例の総数にっき上述したよりも高い数値が生ずる。

 通常の場合序列の頂点に立つ上位企業は，特に結合集中的である。こ

れらのものは平均的に下位企業よりも多く共同企業に資本参加しており，

またより多く結合事例に参加している。一つの例外は51～60順位の企業

である。この傾向はHG．1．においては大きな影響力と専門分野特有の重

なりから説明されている。この序列にいる5つの企業は，特別の結合傾
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向をもつ経済部門にある企業である。

 （b）最大100企業間の共働（14｝

 HG．1．では共同企業に参加する大企業の結合の集中度の相違が調べら

れ，その結果は表5のようになる。

表5 1972年における
  結合集中度における区別

2大企業毎の
g  合  せ

共同企業に
ｨける共同社員

325 1～5人
30 6～10人

51 11～15入

31 16～20入

12 21～25人

一 26～30人

9 31～35人

15 36～40人

6 41～45人

2 46～50人

4 51～55人

総計485
 （参照HG．1．174頁

④KrupPとRheinstahl
K16ckner一一Werke （D

⑨ThyssenとESTEL
⑫ThyssenとKrupP

Tz． 327）

⑤TyssenとMnnnesmann
RheinstahlとESTEL

⑩ThyssenとRheinstahl

（共同資本参加の回数を少数のものから配列）

 共通の社員が1もしくはそれ以上

の共同企業である92の企業の2つ毎

の485の組合せ原注8）のうち，圧倒的

部分は5人をこえる共同資本参加で

はないことがわかる。

原注8町尽的限界事例では㈲一

  4186の組合せが可能である。

 大企業のつぎの12の組合わせは，

共同企業の共同社員としては40回を

こえている。

①KrupPとGelsenberg

②MannesmannとESTEL
③VebaとGelsenberg

        ⑥ESTELと

    ⑧KrUPPとESTEL
      ⑪VebaとESTEL

8つの資本参加企業は，一つの例外（K16ckner-Werke）を除き，1972

年売上高順位表の上位i／3に位置している。これらは，四経済部門におい

て重点をもっている。すなわち，製鉄業における5企業，発電配送電業，

石油精製における夫々1企業，また機械製造において注目に値するのは，

40回をこえる共同の資本参加を有する2企業毎の組合せの中に，この間

に合併したコンツェルン，すなわち，Thyssen一 Rhe ins tah1お・よび▽eba-

Gelsenbergが存在することである。

 2企業が夫々36ないし40回も共同で資本参加している15事例をみると，

結果は実際上異ならない。Salzgitter株式会社が加わるだけで，他の資
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本参加企業は全て同一である。強度の結合企業グループにおける製鉄工

業企業の優勢は，特に明確にあらわれている。一つの例外原注9）までは，

6製鉄企業の各々が他の企業の各々と共に35をこえる共同企業に資本参

加している」15｝

  原注9．MannesmannとK16ckner-Werkeは33の共同企業に共同で資本参加

  ししている。

 これらにあっては，1972年最大100企業のリストに含まれる9製鉄企

業全体の6大企業が問題である。次の一覧表（Schaubild）は，諸関係

を一層明確にする。

 表6 35をこえる共同企業に共同で資本参加している2企業それぞれの組合せ

 非製鉄業
      ラインシュタール       ゲルゼンベルク
      Rhelnstahl     ミミこ．        Gelsenberg    ＼

        ／l l '・、   ““N一、    ．／   ，'i㌧． ＼、
        ノ ほ  コ          ヨこヘ     ノ       ノ     へ     ヘ
        ノ  コ            へ         も      ノ           ノ   ロ    ヘ        へ

       ／1i ＼、 渥二、、 ／i＼、ウェーバ
       ！   ∫   1        ＼、 ，／！  ＼・こ〉＼、 ／    1    ＼  Vaba

       l l i    ／＼、   ＼メ、s  l  ＼
       '      J       I              ！                       h    、      I          N
      t     '     1         '       、           '  、   ・   1         、
      ”     1      ／       、、       '  ＼  ＼、1       、
      ノ    t    i     ／         ・      ！    ＼  ま        、
      ノ      ド            ノ               ヘヘ     ノ        ヘ  ユヨ         へ
      ほ                                                                もヘ         へ

製鉄業／1論ズ 磁器＼：・＼∴
     ”                                                      1       、
     ，         t                                                   s      l       I  、
     ，         t                                                       ，      圏       1  t
               コ                                                                  ロ  らミ
              ロ                                             ロ                 

    1'  ザルツギッター            エステル  i ＼
    ，'   Salzgitter                 Estel    i  ＼、

    ，                                                                               ！       、
   l                                                                                            l         、

   '                                                                                                    1          、

   クレックナー                        ティッセン

  K16ckner 1 I Thyssen
       （HG．1．176頁）

 つぎにHG． ll．では最大100企業が共同企業の範囲で他の企業との結合

数を新たに調査しており，その結果は表7で示される。

表7 共同企業における最大100企業間
  の結合

最大100企業の数 他の大企業との結合数

23 1-10
11 11-20

13 21-30

11 31-42

（参照 HG． ll．190頁 Tz．341）

 共同企業を介する結合は，

共同企業への資本参加の回数．

が多ければ多い程それだけ多

数の他の大企業との間に生じ

ている。例えば，Vebaは共同

企業に直接的および間i接的結
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合を有する企業であるが，92の大企業のうち42の他の大企業と共同企業

を介して結合している。その他同程度の結合はThyssen株式会社とKrupp

有限会社にみられ，共同企業を介して37ないし34の大企業と結合してい

る。

 （C）共同企業親会社の経済部門〔16｝

 最後に，共同企業に資本参加している親会社と共同企業の経済部門が

調査されている。この結果をまとめると表8のようになる。

 経済部門別によると共同企業の数が，大企業毎で経済部門間で大きな

差が示される。しかし，製鉄工業企業の共同企業への資本参加は平均を

こえていることがわかる。また，結合集中的であるとみなしうる経済部

門は，1972年，1976年を通じて結合の程度により配列すれば，①製鉄工

業（条鋼線等を含む）②発電配送電業，③石油精製，④非鉄金属工業，

⑤機械製造である。さらに限定付でこれに加えられるのは，⑥化学産業，

⑦石炭鉱業，⑧エレクトロニクスである。

 卸売商分野では統一像をえることはできない。大部分の企業は，共

同企業に資本参加していないが，1972年には2っの企業（K16ckner＆

Co． Otto Wolf株式会社），1976年にはこれに1つの企業（Marquard

＆Bahls有限合資会社）が加わり，高い結合傾向がみられる。小売商

についても同様なことがあてはまる。

 反対に結合があまり問題にならない経済部門は，出版業，タバコ加工

業，食品・し好品工業，輸送機器製造であり，限定付で建設業と交通・

放送業があげられる。

 つぎにモノポール委員会は，HG．1．にお』いて経済部門全体の企業が資

本参加している結合（表8の（9））が1972年の状態でどの経済部門に分類

されるかを調査している。この結果は表9によって示される。

 最も頻繁に他の経済部門で結合している，上で結合集中的として特徴

づけられた経済部門に属する企業は，10ないし14の異なる経済部門にあ

る企業と共に共同の資本参加をしている。結合は，特に隣i接の経済部門

の企業間で集中的であるが，このことに限定されることはない。すなわ
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ち，特に高い結合傾向を有する企業では商業企業との結合が典型的であ

るように思われる。

 2っ以上の企業を有している経済部門の下で，機械製造とタバコ加工

業においては経済部門の共同企業は大企業間には存在しないことが目立

っている。

 共同企業を介した特に高い経済部門内部の結合は，製鉄工業，エレク

トロニクスおよび石油精製において確認しうる。

 異なる経済部門間の結合では，60の結合事例の絶対数をみれば，つぎ

の組合せが目立っている。すなわち，製鉄工業（条鋼線等を含む）は，

発電・配送電業，石油精製，機械製造，化学工業，非鉄金属工業および

石炭鉱業と結合しており，発電・配送電業は，石油精製，化学工業，非

鉄金属工業および機械製造と結合し，非鉄金属工業は，化学工業および

石油精製と結合してお』り，化学工業は石油精製と結合している。

 ここでは，既に強力な結合として特徴づけた経済部門間の組み合わせ

が問題である。

 経済部門別の分析結果に対して，経済部門特有の理由は留保付で説明

としてひきだされる。そこで，大企業は重点により配列されたことを特

に注意しなければならない。しかし，他の大企業との結合傾向は，他の

経済部門では重点として存在するコンツェルン活動にまさに理由づける

ことができる。このようにして結果の改ざん（Verfalschung）があらわ

れ得る例として，発電・配送電業および非鉄金属工業に入れられたVeba

株式会社とPreussag株式会社をあげることができる。

 かかる制限はあるが，結合傾向は消費経済部門から離れて活動している

企業の場合特に高いことが推測される。さらに，かかる企業は通常の場

合他の経済部門の企業と集中的な取引関係と多様な取引関係をもつとい

う事実が，右の推測を裏付ける。なお製鉄工業企業の高度の結合集中を

特別の影響（例，モンタンユニオン）でどの程度まで説明しうるかにつ

いては述べることができないgn）

 以上，モノポール委員会による共同企業に関する独自の調査結果をそれ
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それの問題領域においてみてきた。この調査結果は，．最初に述べた，企

業集中の様々な形式のうち共同企業が特別の意味をもっというモノポー

ル委員会の認識を裏付ける一ものであった。しかし，それではかかる共同

企業の経済的実態がどのよう．な経済的意味をもち，さらにどのような法

的評価の基礎を形成するのであろうか。モノポール委員会は，これらの

問題をHG．1．で詳細に検討している。この点については章を改めてモノ

ポール委員会の判断をみてゆきたい。

（1）売上高基準。1972年と1976年における序列の変動については注釈がない。

  HG． 1． Tz． 210， HG． ll． Tz． 140．

（2）Monopolkommission， Hauptgutachten I，1973／1975，（以下HG．1．と略

  す）Tz．311．

（3）derselbe， Hauptgutachten ll，1976／1977，（以下HG． ll．と略す）

  Tz． 324． '（4）“Konzerne aktuell”を含む“Konzerne in Schaubildern”Hoppenstedt一一

  Verlag． Vgl． HG．1．． Tz． 312．

（5）' Monopolkommission， HG． 1． Tz．314-315， derselbe， HG． ll ． Tz．326-

 327．
（6） Monopolkommission， HG． 1． Tz．318， derselbe， HG． ll． Tz． 335．

（7） Monopolkommission， HG． 1 ． Tz．319-320， derselbe， HG．'ll ． Tz．331．

（8） Monopolhommission， HG．1．Tz．321．

（9） Monopolkommission， HG． ll ． Tz．334．

（10） Monopolkommission， HG．1．Tz．324．

（rl） Monopolkommission， HG．，ll ． Tz．337．

（12） Monopolkommission， HG． 1． Tz．325．

（13）Monopolkommission， HG．工．Tz．326， derselbe， HG． ll．Tz．337．

（14） Monopolkommission， HG．1 ． Tz．327．

（15） Monopolkommission， HG．1 ． Tz．327一一330．

（16） Monopolkommission， HG． 1．Tz．331-333， derselbe， HG． ll． Tz．338．

（17） Monopolkommission， HG．1．Tz．334-340．

田 共同企業の経済的意味と組織形式

 共同企業は，現在西ドイツにおいて最も重要な企業結合の現象形式の

一部を成しているといわれる。モノポール委員会による最大100企業の
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調査が，共同企業の実際上の意味とこの組織形式の全体経済的重票性を

証明している。

 ただ，共同企業にとって典型的な活動をモノポール委員会が確定する

ことは，共同企業の機能の多様性と組織の種類の豊富さから不可能であ

るという。研究および開発共同企業を例にとって共同企業の実務をみて

みよう。これらについては，合併規制の審議の際にも強調されてお』り，ま

た1975年12月31日までに連邦カルテル庁により規制された全共同企業の

うち2つのものである。ここでは，投資，生産あるいは販売を一定の活

動領域で共同化する場合にも，社員は，通常の場合，研究・開発を自己

に留保している。共同企業の活動のために必要な技術的知識は，実務で

はしばしば実施契約（Lizenzvertrag）にもとづいて自由にされている。

かかる運用は，研究の集中が明白な技術集約産業（Fortschrittindust-

rie）においても確定できるといわれる8i）

 ところで，共同企業の組織を基礎づけているものは一体何であろうか。

モノポール委員会は，共同企業の組織を法人設立あるいは法人への資本

参加関係の創設として把握できないということが調査した共同企業の一

般的特色であるとし，契約が共同企業の基盤を形成することを指摘するぎ2）

共同企業の基礎となっている契約は，①協同の対象とその組織，一・もし

くは複数の法人の設立，②共同企業の社員による形成（Ausstattung），

③共同企業が行なう活動および給付，④共同企業と社員の関係，衝突規

制を含む当事者の意思形成，⑤社員の退社・加入および共働の解消など

のそれぞれの問題を規制しており，この契約の名称についてモノポール

委員会は設立合意契約（Grundvereinbarung）という呼称を用いるき3）

 一般的には，企業が社員ないし構成員となっている場合，かかる企業

は社員たる地位を利用してその企業になんらかの影響力を及ぼすことが

考えられる。モノポール委員会は，合併規制に服する共同企業が全てそ

の経済活動においては企業たる社員に従属していることを確認している。

しかし，共同企業の従属性は，各々の会社に実質的に結合している本来

の構成員の従属性に制限することはできず，むしろ従属性は共同企業の
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構成員の固有の企業利益に共同企業を関係づける（Zuordnung）ことに

よって生じているといわれる64）

 定款は，会社の組織活動を定める根本規則であり定款自治の支配する

ところである。ところが，共同企業の定款は重要な構成要素であるが，

それは共働の目的を具体化し実現方法を定める設立合意契約に従属して

いる一一as成要素にすぎないことをモノポール委員会は指摘する。それ故，

共同企業の会社法にもとつくだけではグループの意思形成がどのように

組織づけられるか確定できなくなる。基本的決定にあっては設立合意契

約が，議決権の割合の問題を定め，並びに会社機関の決定権限を含む決

定機関の設立と人事構成を規制しているのである。このことは，社員が

共同企業とおよび社員相互で締結する実施契約（Ausfσhru㎎svertrag）

についても同様にあてはまるといわれる6s）

 社員と共同企業との関係を規制するものが契約であることを，モノポ

ール委員会はつぎのように述べている。すなわち，通常の場合，社員と

共同企業との間の債務法上の交換関係が存在することだけが問題なので

はなく，むしろ企業社員が共同企業の枠の中で相互に合意する補充契約

においても'協同の目的が実現されるのである。このことは，研究施設，

開発施設，生産設備，ノウ・ハウ，保護権の出資により当事者の共同企

幽業がどのように形成されるかとは関係なくあらゆる面で妥当する。例え

ていえば，社員に比例する共同企業の活動範囲の設定，購入もしくは供

給契約，サービス，顧問あるいは特許契約にもとづいて共同企業が提供

する給付があげられる。かかる諸契約の存続と内容は，協同に合致する

 （ubergreifenden）共同目的なしには明瞭とならない。それ故，共同企

業の目的に照らしてかかる契約を解釈し処理することが明文で定められ

ていることもまれではない。誠実条項（LoyalitEtsklause1）もしくは連

帯責任の意思表示（SolidaritEtserklErung）も同様な目的に役立つとい

われる66）

 共同企業の活動を共同企業の構成員の企業活動に継続的に一致させる

場合に共同企業の使命が達成されるという理由は上で述べたことに見出
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される。共同企業への資本的参加もこの目的の下にお』かれるとして，モ

ノポール委員会は，つぎに共同企業への資本参加がもつ特別の意味を判

断する。資本参加割合は，通常，社員が共同企業②給付を請求する権限

および義務の割合（Anteil）に対応して形成される。共同企業が社員の

生産に役立っ半製品を生産する場合，資本持分と共に社員の引取義務の

割合が同時に確定される。これに関連して，決済価格，量不足の購入と

供給の場合の法律効果，不十分な能力負担（Kapazitatsauslastung）の

際の危険配分，第3者との取引関係の前提と条件に関して補充的合意が

頻繁になされている。このことは，共同企業が企業社員の製品を加工す

る場合も同様にあてはまる。この場合には，参加権は個々の社員の供給

割合（Lieferquoten）を反映している。かかる規制は，資本的参加，共

同企業の企業活動範囲の確定および企業社員の固有の活動との間に存在

する経済的関係を更に改めて確認するものであるといわれる67）

 上に述べた共同企業の特質の故に，共同企業がカルテルなのか企業結

合なのか明確に区別することが不可能である。すなわち，共同企業の経

済的活動を全構成員の利益に継続的に一致させることが生ずる限りにお

いては，共同企業の協同規制の問題となる。他方で，共同企業において

企業結合の目的のために参加権（Beteilungsrechte）が取得されるか支

配的影響力が行使される限りにおいては，共同企業の企業結合の問題と

なる。しかし，モノポール委員会は，企業結合の要件事実は内容上協同

の目的に関係しまた組織上協同の一致する目的の下にお・かれるので，こ

れを単に指揮権の行使に制限することはできないとしている。いずれに

しても，競争制限法上共同企業を十分に把握することはすでに述べたこ

とからも困難であり，共同企業はカルテルと企業結合の両面において問

題を包含しているのである8S）

 ところで，現行競争制限法は，カルテルと企業結合の区別にもとづい

ており，両者を異なって評価している。すなわち，カルテルにもとつく

競争制限は，商品もしくは役務の取引について市場関係が「感知しうる

程度に」影響を与えることができる限りにおいて無効でありかつ禁止さ
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れる69）それに対して，企業結合は，非常に高度の競争制限にあってはじ

めて，つまり市場支配にお・いて禁止される。さらに，カルテルの場合に

は適用されない競争制限法24条8項の量的限界が企業結合には適用され

てくる6iO）

（1） Monopolkommission， HG．1．Tz・886．

（2） derselbe， HG．1．Tz．887．

（3）その他の呼称としては，Kooperationsvertrag， Partnerschaftsvertrag，

  Grundsatzvertrag， Konsortialvertragなどが用いられている6

（4）， （5）， （6） Monopolkommission， HG．1．Tz．887．

（7） derselbe， HG．1．Tz．888．

（8） derselbe， HG．1．Tz．893．

（9）いわゆるSpar事件に対する1962年6月7日の最高裁判所判決で示された基

  準，BGHZ，37，200．

（10） Monopolkommission， HG． 1．Tz．890．

】V 共同企業規制とその適用状況

 （1）法的基礎についての概観

 西ドイツ競争制限法は，共同企業を種々の関連においてまた種々の法

律効果をもって把えている。

 これを概観するならば，まず同法23条2項3文で「多数の企業が同時

に，あるいは相前後して，前記の範囲で他の企業の持分を取得する場合

には，他の企業が活動している市場に関してはこれも相互に資本参加し

ている企業の企業結合としてみなされる」旨規定している。それ故に，

この規定の意味にお』ける共同企業は，持分取得（Beteiligung）が他の企

業の議決権のある資本の25％に達している場合に存在するにすぎない。

企業結合は，上述の範囲で持分を取得した企業と他の企業（共同企業）

との間で成立している。

 つぎに，同法23条2項5号は，複数の企業が直接もしくは間接的に他

の企業に対して影響力を行使できる場合，企業結合の構成要件を充たす

ものとしており，共同企業は右規定の下で合併規制に服することになる。
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右の各々の企業結合の法律効果としては，カルテル庁への遅帯のない届

出義務が規定されている。

 最後に，共同企業は，カルテル契約を禁ずる同法1条の規定の適用を

うける。このことは，'同法5条皿項の規定から示される。ここでは，共

同の購入組織・販売組織を形成するカルテルは合理化カルテルとして認

可される旨規定しているgy

 上に概観したような共同企業に関する競争制限法上の規制は一体どの

ように適用されているのであろうか。以下では，HG．1．でモノポール委

員会がとりあげた連邦カルテル庁の判断，連邦経済省の見解，高等裁判

所並びに最高裁判所による適用状況を個別的にみてゆき，HG．ll．で簡単

に付加されたものを補足したい。

 （2）連邦カルテル庁の判断

 連邦カルテル庁の共同企業に対する態度には変更がみられる。連邦カ

ルテル庁は，当初合併規制が認可義務を負うカルテル契約の補助機関と

して設立された共同企業にも適用可能であるとしていたが，その後右の

見解を放棄するに至った。以下において，HG．1．で取扱われたカルテル

庁の夫々の見解を概観するために事実，決定およびその理由づけをみる

ことにする。

①1974年5月29日連邦カルテル庁決定（WuW／EBKart A 1517，1519）

 【事実の概要】

   1973年12月4日，ヴェーバ（Veba）株式会社，ゲルゼンベルク（Gelsenberg）

  株式会社，フィーナ（Fina）有限会社およびオクシデンタール（Occidental）

  有限会社の4社は，それぞれ25％で資本参加する合同企業，アスファルト（Bi-

  tumen）販売有限会社の設立計画を競争制限法24条a1項2文にもとづきカル

  ル庁に届出た。これに対して，カルテル庁審決部は，同年同月19日企業結合計

  画の審査開始を同法24条a2項1文により書面で通知し，翌年2月14日にヘッ

  セン州，ノルトハイン・ヴェストファーレン州の州最高庁に同法24条2項3文

  による意見表明の機会を与えた。そこで州最高庁は，届出者の市場占拠率，同

  製品の価格の展開，供給者および市場の特殊性について判断した上で，結合計

  画の禁止を勧めた。

   ところで，届出者は，共同企業を経由する共同販売の必要性については精製
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能力の改善，市場先行者への従属の軽減，大需要家に対する地位の強化，販売

 ・開発費用の制約などの理由をあげ，アスファルト販売カルテルと関係のない

 分野ではすでに一定の範囲で届出者の結合が生じており，企業結合により価格

 を下げることができ，結合によりもたらされるべき競争条件の改善がなされる

 ことを主張した。そして，共同企業は同意義務のあるカルテル契約の補助機関

 として設立されるのであるから，許可は結合規定の基準にさらに追加して（zu-

satzlich）依存させることはできないこと，および共同企業は，機能を別とす

 れば同意義務のある合理化カルテルの範囲においては何ら独立の意味をもって

 おらずまた競争への影響はない旨主張した。

  これに対して，カルテル庁は同法24条1項と関連して同法24条2項により結

合計画を禁止できると決定した。

【理由】

  企業結合により市場支配的地位が強化されることが予想され，また市場支配

的地位の強化から生ずる弊害を克服する競争条件の改善が企業結合によりなさ

 れることが証明されず，また期待することもできないので，企業給合計画は，

 競争制限法24条1項と関連して同条2項により禁止される。

  1．a）価格の進展状況と維持されている市場占拠率からみて，供給冷間には

実質的競争は存在しておらず，また，企業グループはアスファルト市場では代

替競争にもさらされていない。寡占は計画された企業結合により強化され，寡

 占の拡大は市場支配的地位を強化することになる。

  2．市場支配的地位の強化は競争条件の改善に反するものではない。しかし，

競争条件の改善は，いずれにしても市場支配的地位の強化から生ずる弊害を克

服すると期待することはできない。

（1） Monopolkommission， HG． 1．Tz．891-893．

（未完）


